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○議 事 

１）三陸沿岸道路等に関するルート決定の経緯等について 

２）防災機能の評価手法について 

３）新規事業採択時評価 

・三陸沿岸道路（登米～釜石） 

・三陸沿岸道路（釜石～宮古） 

・三陸沿岸道路（宮古～八戸） 

・東北横断道路釜石秋田線（釜石～花巻） 

・東北中央自動車道（相馬～霊山） 

・宮古盛岡横断道路（宮古～盛岡） 

４）計画段階評価 

・日本海沿岸東北自動車道（遊佐～象潟） 
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１）三陸沿岸道路等に関するルート決定の経緯等につい

て 
○事務局 まずは資料１でございます。ルート決定の経緯等について。これはこれまでのおさら

いといいますか、前回の委員会でもご説明させていただきましたので、簡単に説明させてい

ただきたいと思います。 

  １ページ目でございますが、こちらが位置図でございまして、今回の新規採択時評価に係る

路線及び区間を示したものでございます。縦軸といたしまして三陸沿岸道路、赤字でござい

ます。あと横方向の横軸ということで、北から宮古盛岡横断道路、東北横断自動車道釜石秋

田線の釜石～花巻間、あと東北中央道相馬～霊山間ということでございます。 

  ２ページ目でございますが、ルートの具体化までの状況を簡単に記しております。政府の復

興構想会議におきまして、三陸縦貫道等緊急整備に関する提言を６月にいただいておりまし

て、それを受けまして早期のルートの具体化を図るための作業に着手いたしました。地域の

ご意見等を伺いながら、おおむねのルート及びインターチェンジを提示いたしまして、８月

３０日に２ルートを確定しております。 

  また３ページ目でございます。こちらは横軸の方でございまして、東北横断道、東北中央道

でございますけれども、こちらも同様に太平洋沿岸と東北道をつなぐ横断軸の強化というこ

とでご提言をいただいておりまして、この２路線につきましても早期のルートの具体化を図

る作業に入りまして、８月３０日にルートの確定を行ってございます。 

  ４ページがルートを具体化する作業の流れでございまして、現在は事業評価の手続というと

ころでございます。ルートを具体化する作業が終わりまして、事業評価手続ということでご

ざいまして、本日の東北地方小委員会並びに後日開催予定でございます本省での社会資本整

備審議会事業評価部会がありまして、第三次補正予算での新規事業化を私どもとしては目指

していくという流れでございます。 

  ５ページ目が、ルート及び出入り口の位置の決定した資料の抜粋でございます。３０日に公

表した資料の抜粋でございますが、三陸沿岸道路でいきますと歌津本吉から北側、青森県境

まで約１１区間ございますけれども、概ねのルート、あと出入り口ということで示しており

ます。出入り口につきましては青い丸で示しておりまして、両方向出入りの可能なインター

でありますとか、あるいは片円ですと片方向の出入り可能な出入り口ということで、地域の

ご意見をいただきながら、こうしたルートの決定あるいは出入り口の決定を進めてきたとい

う経緯でございます。非常に延長が長いのでずっとページが続いておりますけれども、８ペ
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ージまでが縦軸のルート及び出入り口の位置図でございます。 

  ９ページ目、１０ページ目がご説明差し上げました横軸の方でございまして、東北横断道釜

石秋田線のルート位置図が９ページでございます。２区間、未事業化区間がございます。 

  また１０ページは、東北中央自動車道のルート及び位置図でございまして、赤く旗上げした

２区間につきまして未事業化の区間でございます。また５番の福島霊山間におきましては、

先般の委員会でも計画段階評価に着手させていただいた区間でございます。 

  １１ページ目でございます。これは同じく８月３０日に公表した資料の抜粋でございますけ

れども、例えば歌津本吉間でいきますと、こうした詳細図をつけておりまして、道路が通る

概ねの道路及び出入り口に関する意見をいただいた上で、ルート及び出入り口の位置の考え

方ということで示させていただいております。また※でございますけれども、なお詳細な設

計を今後行うわけでございますけれども、市町村の復興まちづくり計画等と調整しながら細

部を詰めていくというものが残ってございます。 

  このような形で縦軸三陸沿岸道並びに横軸２路線につきまして、概ねのルートと出入り口の

位置を決定し公表させていただいたものでございます。 

  １２ページをごらんいただきたいと思います。こちらは横軸路線のもう１本でございます宮

古盛岡横断道路に関する具体化までの作業でございます。こちらは岩手県さんの方で管理し

ている国道１０６号のバイパスとして計画されております地域高規格道路宮古盛岡横断道路

でございまして、そこの未事業化区間につきまして岩手県さんの方で早期の整備方針の具体

化を図るため、地元の意見を聞きながら優先整備区間を確定するという作業に着手いたして

おりまして、９月７日に整備方針と概ねのルートを確定してございます。下にございます図

面が主な旗上げ図でございまして、約１０区間ございますが、そこについて優先的に整備を

行っていくという内容でございます。 

  １３ページ目がその抜粋でございまして、例えば③の茂市地区というところがございます。

これは７日に県で公表している資料の抜粋ですけれども、ここにつきましては線形の悪い区

間をバイパスで、あるいはそれ以外の区間については現道の線形を生かしたルートあるいは

現道改良で対応したいということで、こういったルートと整備方針の考え方が各区間ごとに

お示しされている内容でございます。 

  １４ページ以降でございますが、局長のご挨拶にもございました今般の三陸沿岸道路の新た

な設計のコンセプトということで、もう一度ご紹介させていただきたいと思います。復興道

路、復興支援道路の整備方針として、今般の大震災におきましても命の道として機能を発揮
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し、また平時に暮らしを支える、災害時に命を守るという機能の確保ということが必要不可

欠となってまいります。一方で、厳しい財政状況から低コストの実現が必要でございまして、

大きく六つの設計の見直しということで挙げさせていただいております。 

  １５ページ以降でございますけれども、一つは強靱性の確保ということでございまして、津

波浸水区域を回避したルートを決定しているということでございます。例えば三陸縦貫道に

おきましては、９５％の区間で回避しております。また、低コストの実現におきましては、

従来の４車線、トランペット型のインターチェンジでございましたものを、地域の交通量に

合わせた２車線、あるいはコンパクトなインターチェンジで低コストを実現していくという

ものでございます。③は南三陸の例でございますけれども、町で計画している復興計画、土

地利用計画と連携した形でインターチェンジの計画等を行っていくというところでございま

す。 

  最後１７ページでございます。④拠点と連絡するインターチェンジ等の弾力的配置というこ

とでございまして、地域のご意見をいただきながら出入り口の位置も決定しておりますけれ

ども、それに際しては中心集落でありますとか、国道４５号あるいは平常時、災害時の利便

性に配慮しながら、こういったインターチェンジの配置を決定いたしたところでございます。

また、⑤避難機能の強化といたしまして、非常に地域からの要望も強く、今回のアンケート

にもございました緊急避難路でありますとか、避難階段というものを、詳細についてはまた

地元と協議しながらということになりますけれども、積極的に整備を図っていくものでござ

います。 

  また、最後に⑥でございますけれども、情報通信技術を用いまして通行可能エリアでありま

すとか、通行可能性を確保していくといったコンセプトで、整備を図ってまいりたいという

ことで前回お示しさせていただいたものであります。 

  駆け足ですが、資料１は以上です。 

○大滝委員長 今、三陸沿岸道路等に関するルート決定の経緯等についてということでご説明い

ただきましたけれども、これにつきまして何かご質問等ありましたらお願いしたいと思いま

す。 

  南委員、お願いします。 

○南委員 １５ページの強靱性の確保というところで、ルートは津波浸水区域を回避して三陸縦

貫自動車道は９５％回避となっているんですけれども、あと５％はどうしても津波浸水区域

に入らなければならなかったところだろうかと思うんですけれども、これは土地利用上とい
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うか、道路をつくる設計上の制約とか、そういうことなのか。もし可能ならご説明いただき

たいと思います。 

○事務局 残りの５％につきましては、どうしてもルートを引くときの線形の関係等、海際の近

いところを通過していかなければならない区間もございまして、そういった区間につきまし

ては下の絵にございます高さのある橋梁などで、浸水区域を高さで横断していくということ

で今計画を行っているところでございます。 

○大滝委員長 よろしいですか。坂本委員、お願いします。 

○坂本委員 素人っぽい質問なんですけれども、トランペット型の４車線のインターチェンジじ

ゃなくて、２車線でコンパクト型にするというんですけれども、１車線で登っていって片側

１車線のところに入っていくという場合、なかなか運転に慣れていないお年寄りとか、非常

に入りにくいというんですか、交通量にもよるんでしょうけれども、その辺何か工夫みたい

なものというのはあるのでしょうか。 

○事務局 出入り口で二つに分かれるということですね。ですから、そこはしっかりと標識を立

てるとか、わかりやすいようにしたいと思います。合流するところも気をつけないといけな

いと思いますが、いずれにしても集落で今までは１カ所しか行けなかったところが、逆にい

うと地震のときにも２カ所からすぐに道路の方に上がれるというメリットもあると思ってい

るんですね。そこら辺よく案内には注意しながら今後地元とよく説明、協議していきたいと

思っています。 

○奥村委員 ここのコストのところで、２車線とインターの見直しをするというのはよくわかっ

たんですけれども、線形自体のというか、本線の規格というのに対して何か今までのものと

変えるというお考えなのか。それとも基本的にはこれまでの、いわゆる高速道路と同じよう

な考え方でするということなのか、そこを確認したいのですが。 

○事務局 規格といたしましては、第１種第３級の自動車専用道路でございまして、ただ用地の

取得とかに際しまして交通量に合わせた形で２車線での整備を図っていくということでござ

います。 

○奥村委員 道路の側から見ると、これまでの横断面設計というのがどちらかというと走行性能

から来ていて、今回のような震災の後で見ると、今回は高いところを通っていますから余り

問題ないと思うんですけれども、瓦礫とか、いざというときの横からの、沿道からの障害に

なるものが落ちてこないようなスペースを少し余分にとるとか、そういう意味で必ずしもこ

れまでの交通量とか速度とか、そういうものから来る考え方で横断面を設計していいかどう
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かというのがちょっと気になるところなので、そこはコストと絡んでくると思いますので、

もう少し具体化が進んできたときにどういうふうに考えられるのかというのを、ちょっと議

論をしておいた方がいいかなというふうに思います。 

○事務局 そこは例えば避難機能の強化というのがございますけれども、その中でできるだけ緊

急避難路といいますか、あと一時的に駐車できるスペースとか、そういった形での検討がご

ざいますので、反映をできるだけ図っていきたいと考えております。 

○大泉委員 命を守る道路の役割ということをいろいろ考えていきたいと思っておりますけれど

も、最後の１７ページ、避難階段のイメージということでお示しいただいているんですけれ

ども、恐らくこれは沿線の自治体の防災マップなりマニュアルなり避難経路なんかとリンク

していくはずだと思うんですけれども、その辺がどうなのかということと、あと県の方で津

波シミュレーションをやっていますけれども、それとのかかわりについてお答えいただきた

いということです。 

  それから、前回お休みしたものですので、もしかしたら前回ご説明があったかと思うんです

けれども、地元の方からどんな意見、要望があったかということで、主なものだけでもちょ

っと挙げていただければと思います。以上です。 

○事務局 最初の地元の復興計画とのかかわりですけれども、これは委員ご指摘のとおりです。

これから市町村の復興計画とよく連携しながら、こういう避難階段なり緊急避難路の設置を

していきたいと思っています。 

  それから、二つ目の津波シミュレーションもまだ我々そこまで詳細にやっておりませんので、

前に委員が新潟でもおっしゃっていましたが、仙台で仙台東部道路がああいう役割を果たし

たということもありますから、そこら辺も踏まえながら、この津波シミュレーションもよく

頭に入れて設計を考えていきたいと思います。 

○事務局 地域のご意見でございます。今回概ねの範囲を提示してご意見を伺っておりましたけ

れども、主な意見としては、避難階段とか待機場所のような避難場所としての機能付加を検

討してほしいといったことが、やはり一番多数ございました。あとインターチェンジのアク

セスにつきましては、集落とか産業集積地へのアクセスを考慮してほしい。あと津波浸水域

の回避でありますとか、追い越し車線の検討、線形のよい道路といったことが少しございま

した。そんな状況です。 

○大滝委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○南委員 概ねのルートという言葉と決定という言葉とが両方あって、申し訳ないんですけれど
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も少し確認させてもらえたらと思うんですけれども。このルートについては決定、あるいは

インターチェンジの位置についてはもう決定、確定ということでよろしいのか。それとも少

し変更の可能性もあるのか、教えてください。 

○事務局 ルートにつきましては５００メートルの幅で提示させていただいておりますけれども、

その中で１本の線を決めていくという形になります。出入り口につきましても意見を聞きな

がら決めておりますので、基本的にはそういった形になると思いますけれども、ただ今後の

市町村の復興計画とかこれからまだ立案中でございますので、詳細についてはそういったと

ころと調整しながら、細部を詰めていくということになろうかと思います。 

○大滝委員長 よろしいですか。ほかにいかがですか。 

  では、この点は基本的なところを確認したということで、先に進めさせていただきたいと思

います。 

  では、続きまして、防災機能の評価手法についてということでご説明をお願いいたします。 

 

２）防災機能の評価手法について 
 

○事務局 続きまして、資料２、資料３をまとめて説明させていただきたいと思います。具体の

事業評価に入る際の考え方をご説明させていただくものです。 

  まず資料２でございますが、今回の新規事業採択時評価の対象路線と区間位置図がありまし

て、これだけ非常に盛りだくさんございます。この紙面では、評価の対象の区間をまずご説

明させていただきたいと思います。後ほどの様式でも資料４以降に出てまいりますけれども、

従前事業評価を行う際には、評価単位として各事業箇所ごとを一つの単位として評価をして

いくということがございますけれども、今回の場合、例えば三陸沿岸道路を見ますと、一連

のプロジェクトとしてそれ自体が今後１０年間で整備されるというものでございまして、ま

た複数の連続した事業区間がございます。見ていただきますと①から⑪まで同一圏内に複数

の事業区間がございます。したがいまして、事業評価の単位といたしまして、今回は交通の

変化が大きく変わるジャンクション間を一つの評価区間の単位として設定したいと考えてご

ざいます。 

  具体に申しますと、三陸沿岸道路でいきますと、右の方に旗上げしております登米釜石の間、

あと釜石宮古の間、あと宮古八戸の間、こういった三つの区間を評価単位といたしまして、

新規事業の評価を行っていくという考え方でございます。また、横軸の方につきましても同
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様に同一圏内で未事業化の区間が連続しているという路線でございますので、こちらの方に

つきましては、例えば宮古盛岡横断道路でまいりますと、盛岡から宮古までを一連の評価区

間として、東北横断道釜石秋田線でございますと花巻～釜石の間、東北中央道でございます

と霊山～福島の間といった区間を一つの評価の単位として、ご説明をさせていただければと

考えてございます。 

  また、評価に当たりまして将来交通量の算出がございますけれども、こちらの将来のネット

につきましてはこういった一連のプロジェクトが概ね１０年で全線供用ということで、政府

の本部の工程表でも公表されていることでございますから、今回の評価の対象区間について

は将来ネットとして計上するということで、評価対象区間をすべて将来ネットに追加し、費

用便益分析等を行うということで考えてございます。 

  続きまして資料３をご説明したいと思います。資料３につきましては、８月１１日の東京の

方の事業評価部会で使われました資料を抜粋してございます。防災機能の評価手法の暫定版

ということでございますが、この背景といたしますと１ページ目にございます今般の大震災

で果たしました道路の多様な機能、特に防災面での評価、孤立の解消といった評価を十分に

評価していくべきではないかというご議論が東京でもございます。またそういった要素も加

味しまして、最終的には総合的に考えていくものであろうというご意見をいただいておりま

す。 

  また、最後の丸でございますけれども、災害の緊急性等を考えますと、シンプルなものでも

よいので、暫定的に手法をつくり出して評価していく必要があるというご意見もいただきま

して、この暫定版の評価手法がございます。また、東北地方整備局で行っております事業評

価の監視委員会でも同様のご意見をいただいておりまして、従前の３便益のみの評価ではな

くて、多様な防災面等も含めました評価手法のあり方でありますとか、単なる事業区間では

なくて路線全体で評価することの必要性ということもご議論いただいております。 

  こういったご意見を踏まえまして、今般新たに防災機能の評価手法ということでまとめられ

たものでございます。考え方は２ページ目にございます。これまでですと、一番左側にござ

います円滑な道路交通の確保ということで、主に走行時間の短縮をもとにした評価が中心で

ございましたが、今般真ん中にございます安全な道路交通の確保と申します防災対策であり

ますとか、災害時の救助、救援活動の支援という、交通量にかかわらず満たさなければなら

ない道路としての効果を含めまして、必要性、有効性、効率性を確認し、それらを総合的に

評価して事業実施等の判断を図っていくべきではないかという考え方でございます。 
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  ３ページ目でございます。３ページ目以降が具体の評価の手法でございます。必要性、有効

性、効率性を各段階で評価していくということでございますが、まず必要性の確認というこ

とでどういう内容かと申しますと、上位計画等も踏まえまして事業の目的、効果の妥当性を

検証するというものでございます。具体に言いますと、まず赤字でございます災害時におけ

る効果、災害時における必要性の確認でありますとか、通常時におきます住民生活、地域経

済社会、具体的に言いますと救急医療施設への速達性でありますとか、ミッシングリンク、

隘路の解消といったことでございます。そういった観点で、まず必要性を検証するべきでは

ないかということでございます。 

  また４ページ目ですが、必要性の次に有効性の評価といたしまして、道路の整備に伴います

課題の改善の度合いを評価しようというものでございます。具体に言いますと、真ん中にご

ざいますネットワーク上のリンクとしての評価、あと当該事業としての評価というところが

ございます。 

  ５ページ目でございます。こちらの有効性の評価の中でもネットワーク上のリンクとしての

評価の説明でございますけれども、災害時に孤立したり、大きく迂回を余儀なくされる地域

を解消するために、まずリンクを設定いたします。主要な拠点間を連絡するリンクにつきま

して、耐災害性、多重性を確保したネットワークを形成しているか否か、または道路整備に

よりましてそういったことが改善されるか否かといったところを評価するものでございます。 

  ６ページをごらんいただきたいと思います。これが具体の評価の手法でございますけれども、

リンクの防災機能の評価レベルとしてＡからＤまでございまして、評価としましては主に耐

災害性、多重性でございます。主経路、つまり最短時間経路の災害危険性があるかないかと

いった点でありますとか、多重性いわゆるリダンダンシーの観点で迂回路の迂回率、これは

迂回時間でございますけれども、迂回時間が１．５未満になっているか否かということで、

リンクをＡＢＣＤで評価いたしまして、それが例えば県庁所在地、重要都市間を結ぶリンク

であればＡランクにもっていくことを目標としようといったことでありますとか、あるいは

今般の三陸沿岸道路ですと、主要都市間の連携ということになってまいりまして、それはＢ

ランクに上げることを目的としようといった、リンクの改善を評価するというものでござい

ます。 

  ７ページ、８ページに具体の例がございまして、例えばＣとＤを結ぶリンクでいきますと、

これは国道４５号を念頭としておりますけれども、現在でありますと津波等によりまして被

災をするので行けない、耐災害性がない。また、迂回する道路がないということで、現状は
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Ｄランクであったというものが、三陸縦貫道路が整備されることになりまして、ＣＤ間につ

きましては三陸縦貫道、耐災害性のある、津波浸水区域を回避した強い道路があるというこ

とでＢランクに上がっていくと、そういうイメージで評価を各リンクごとに行っていこうと

いうものでございます。後ほど様式の中でも具体に出てまいります。 

  ９ページ、１０ページでございますけれども、こちらは有効性の確認のもう一つでございま

して、こういった道路整備を行うことによる時間の改善度ということで、整備前の所要時間、

あと整備後の所要時間を比で表そうというものでございます。それを改善度ということで評

価をいたそうというものでございます。 

  １２ページをごらんいただきたいと思います。必要性、効率性、最後に有効性ということで、

この有効性の確認でございますけれども、当該事業の実施による効果、改善度を評価すると

いうことで、先ほどですと個別リンクの評価を行っておりましたけれども、当該事業による

マクロな評価といたしまして、当初の必要性で検証いたしました所要時間、救急施設への搬

送時間の短縮でありますとか、例えば空港港湾へのアクセス時間の短縮とか、そういった効

果につきまして丸、二重丸等々で評価をしていくというものでございます。 

  １３ページでございます。最後に効率性ということでございまして、必要性、有効性で確認

した効果を満たすことを前提に、複数案の費用の比較により効率的に事業実施が行われるこ

とを確認をするというものでございます。また、コストにつきましては過去の事業実績等に

よりまして、妥当性を確認するというものでございます。具体の例につきましては、今後ま

た様式が出てまいりますが、まず手法としまして以上資料２、資料３でございます。 

○大滝委員長 今、防災機能の評価指標についてご説明いただきましたけれども、これについて

ももしご質問等ありましたらお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。これは

あくまで暫定的なんですけれども、本格的に、これを見た感じだと、いろいろな議論があり

得るという感じはするんですね。それで細かなところを詰め始めると疑義があるみたいなと

ころもあって、どの辺で暫定から確定するというか、これで評価するという方向に行くのか

ということについては、どんなふうに考えておいたらよろしいんですか。 

○事務局 まずこの手法を使う最初のプロジェクトが今回のこの復興道路なり復興支援道路でご

ざいまして、この後どういった事業に適用していくのかという、まだ特に決まっていないよ

うなんですけれども、いろいろな事業の施行を経ながら評価の仕方、あるいはＡＢＣＤ設定

をしておりますけれども、その評価の手法のメルクマールといったところもブラッシュアッ

プしていくということでございます。 
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○奥村委員 東京の方でも急いでつくられたなという感じがしていまして、学生がこういう説明

の資料を持ってくると怒るんですけれども、何を怒るかというと、リンクの評価をＡＢＣＤ

でするのに、町の名前をＡＢＣＤで書いたら間違うじゃないかと、そんなことも知らないの

かと怒るんですけれども、基本的な考え方はわからなくはないんだけれども、ちょっと表現

がわかりやすくはなっていないので、もうちょっと工夫をしていただいた方がいいのかなと

いう感じはいたしますけれども、やはり正直なところ先ほどの設計のところの議論もありま

したけれども、コスト面は余り言ってなくて、結局必要性の方だけで言ってるんですけれど

も、さっきの話でリンクをつくったらいいのかという話じゃなくて、防災の性能、リンクの

どのぐらいで大丈夫というような性能自体に選択肢があるようなケースにはまだちょっと使

えないような感じがするんですね。とにかく切れるか切れないかの二者択一、絶対大丈夫な

道路なのか、そうでないのかという話になっているので、今回のところは大変なところなの

で、基本的にはこれでいいんだろうと思いますけれども、一般化していくのだったらまだ少

し考えないといけないところがいろいろあるかなという感じがしています。 

○南委員 是非こういう方向で、評価の考え方として進めてほしいなと思うんですけれども、一

つは、地域によって例えばサービスの医療施設なり集積の度合いなり、町の度合いがちょっ

と違うんですけれども、ですからそういう地域ごとに少し評価するときに違いが出てくる、

その地域のそれぞれの持っている個性というのを伸ばすような方向で使ってほしいなと思い

ます。例えば岩手の場合だと、集積した都市というのは数もそんなに多くないかもしれませ

んし、あるいはネットワークの迂回についてもどこか切れると非常に大きな迂回を必要とす

るような場合があります。ここは１．５ということにしてありますけれども、少しそういう

ことについて地域の特性が反映されるような形で、柔軟な適用をしていく場面が出てくるの

かなというふうには考えていました。コメントというか、感想です。 

○大滝委員長 ここは一つ一つ中に入って議論し始めると結構いろいろな議論があり得ると僕は

思っているんですけれども、先ほどもお話がありましたように、当面とにかく三陸沿岸道路

を初めとして、ある種の緊急性が高いものに対して、しかも災害に対応するということの必

要性をむしろ強調してということもありますので、先ほどのご説明の中にありましたように、

実際にそれで評価をしていってみて、いろいろな不具合が出てきた場合にまたブラッシュア

ップしていくというのか、そういう試行錯誤的なこともやらざるを得ないと思っていますの

で、そこの段階でまたいろいろご意見をいただくということで、いきなり総論、一般論のと

ころでいいものをつくろうとしてもなかなか難しいかなというふうにも私思いますので、防
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災機能の評価手法そのものについては一応この暫定版でスタートするということで、先に進

むということにしたいと思いますけれども、それでよろしいですか。 

  では、途中の段階でいろいろご意見いただくことについては非常に有益だと思いますので、

またここに戻って、こういう評価手法でいいのみたいな話については、個別具体的に検討し

ていただければと思っていますので、よろしくお願いします。 

  それでは先に進みたいと思います。新規事業の審議ということで、議事３の方に進みたいと

思います。進め方としては、審議の効率化を図るために個別の道路６路線につきまして、三

陸沿岸道路３区間と、横断道３区間の２グループに分けて、それぞれ説明をしていただき、

質疑応答を行いたいと思います。 

  それから、対応案に対する見解も三陸沿岸道路３区間で一括、それから横断道３区間で一括

というふうな方向で進めていきたいと思っています。これでよろしいですか。１件１件もち

ろん、丁寧にやっていくのは一番いいかもしれないんですけれども、時間の制約もあります

ので、そういうふうに一括りにまとめてご説明をいただいて、それごとにまたご意見を出し

ていただくということで進めたいと思います。もしそれでよろしいということであれば、そ

んな形で進めたいと思います。よろしいですか。 

  では、そういう形で事務局の方から説明をお願いしたいと思います。 

 

３）新規事業採択時評価 

 
○事務局 それでは、資料４－１、４－２、４－３をまずまとめて説明させていただきます。 

  まず、三陸沿岸道路の評価でございまして、４－１でございます。登米釜石間に関わる新規

事業採択時評価ということで説明させていただきます。 

  まず、この当該区間でございますけれども、図１にございますとおり、全長約１１０キロご

ざいます。その中で未事業化区間、赤で旗上げしています四つの区間、新たに事業化する区

間がございます。経緯、概要につきましては、先ほどご説明をさせていただいたとおりです

ので割愛させていただきます。 

  まず、先ほどの様式に従いまして、必要性、有効性、効率性という順番で説明させていただ

きます。まず必要性でありますけれども、課題の整理といたしまして、防災、災害時の救急

活動等ということでございます。こちらにおきましては、今般の大震災におきまして最大２

２．２メートルもの大津波による壊滅的な被害を受けた地域でございまして、現道は瓦礫等
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により寸断をされてございます。寸断された国道４５号歌津大橋の例を記しております。ま

た、近傍に迂回する経路も少なく、現道の寸断により気仙沼市等複数の地区で孤立があった

地域でございます。また、同地区におきましては、津波襲来時における避難路、避難施設が

非常に少ないといった課題を有しております。 

  また、通常時の件でございますけれども、住民生活の観点からいきますと、救急搬送におけ

る速達性の課題がございます。沿線の三次医療施設につきましては、石巻市、大船渡市のみ

でございまして、高次医療施設への速やかな搬送ルートの確保が課題となってございます。

図３にございますように、医療空白域も少なからず存在しております。 

  また、地域経済・地域社会という観点におきますと、全国有数の水揚げを誇る気仙沼港、大

船渡港が位置しておりまして、こちらも壊滅的な被害を受けておりまして、水産業の早期復

興、再生というものが課題としてございます。また、周辺市町村との連携強化ということで

ございまして、こちらの現道の４５号につきましては津波の浸水域に加えまして、線形不良、

幅員狭小、交通事故の多発など課題となっており、地域間の連携にも支障を来しているとい

うような課題がございます。 

  こうした災害時あるいは平常時における課題をかんがみまして、事業の必要性といたしまし

ては、大震災からの早期の復興支援、また孤立防止など津波に強い地域づくり、リダンダン

シーの確保でありますとか、あるいは平常時も含めた緊急搬送圏の拡大といった等々からも、

本事業の実施の必要性ということは確認ができるのではないかというふうに考えてございま

す。 

  ２ページ目でございます。有効性の評価でございますが、こちらは先ほど申し上げましたネ

ットワーク上のリンクを評価するものでございます。ようやく具体の地名も入ってくるので

ございますが、例えば図７は主要拠点間の連携イメージで、現況のネットワークを色分けし

ているものでございます。例えば、気仙沼から大船渡というリンクがございます。こちらは

今赤字になっておりますけれども、Ｄランクでございます。すなわち国道４５号しか現道は

ございませんので、耐災害性がありませんし、代替路もないということで今Ｄランクになっ

ております。こちらは主要都市間を結ぶリンクでございますので、整備の目標としてはＢと

いうことになっております。そこに三陸縦貫道ができて気仙沼、大船渡が結ばれることにな

りますと、耐災害性の面で向上されるといったことから、目標でありますＢランクのリンク

に到達するということで考えてございます。これは登米、気仙沼あるいは大船渡、釜石とい

った主要拠点間を結ぶリンクについても同様でございます。 
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  また、②のネットワーク全体の防災機能でございますけれども、こちらは所要時間の変動に

伴う改善度で評価しておりまして、例えば未事業化区間の一つであります吉浜～釜石で見ま

すと、現状においては４５号が被災しますと、ぐるっと迂回をして４５号を走る場合に比べ

まして２．３倍の時間がかかるというものが整備前でございます。一方、整備後におきまし

ては、当然ながら縦貫道を走ることによって通常国道４５号を走る場合と比べて０．７倍の

時間で済むということで、改善度といたしましては、整備後割る整備前の値なんですが０．

３倍程度に短縮されるということでございます。同様に唐桑北～陸前高田等々の未事業化区

間につきましても、整備前整備後の所要時間を算出し、改善度を評価しているというもので

ございます。 

  また、⑵でございますが、当該事業による効果、先ほど示した課題に対する解決がどの程度

なされるかという内容でございます。緊急物資の円滑な輸送の確保という面に関しますと、

図８等にございますけれども、仙台港～気仙沼市間、仙台空港～気仙沼市間の所要時間を大

幅に短縮するといった形で、当初の目的として達成されるのではないかということで二重丸

で評価させていただいております。 

  また、通常時の住民生活におきましても、石巻赤十字病院、県立大船渡病院への救急搬送の

速達性が当初の所要時間から１９分ないしは２１分短縮されるということで、ここにつきま

しては大幅な改善が見られるということで評価させていただいてございます。 

  また、地域経済、地域社会ということで、産業拠点との連結性の向上という観点につきまし

ても、気仙沼港と仙台南インターのアクセス時間、これは大幅に５３分短縮されるといった

ことでありますとか、やはり市町村との連携という観点では当初のサービスレベルに比べま

して７０キロから８０キロと大幅に改善されることから、隘路も解消し、各地域の広域的な

連携に貢献できるのではないかということで、地域経済・地域社会の評価をさせていただい

てございます。 

  以上、こういった観点から有効性を総括させていただいておりまして、当該事業の実施によ

りましてネットワーク上のリンクが総じてＤランクからＢランクという目標のランクに改善

される。つまり防災機能が強化されるということ。また、孤立箇所の削減でありますとか、

あるいは救急搬送の改善、地域間の連携といった通常時の強化が促進されるといったこと、

あるいは三陸地方全体のリダンダンシーの向上につながるといったことから、有効性の観点

でいきますと優先度の高い事業ではないかということで、案として評価をさせていただいて

ございます。 
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  最後に４番目でございますが、いわゆる効率性に関する部分でございますけれども、事業化

する区間の延長、構造規格等々でございます。これは各未事業化区間４カ所の概略の延長、

あと構造規格、あと事業費、これは今まだ概略でございますけれども、概略の事業費を載せ

ております。そして、Ｂ／Ｃでございますけれども２種類ございまして、まず今回の評価区

間といたしましては、登米～釜石の評価区間でございますが、登米～釜石の全体の評価区間

でいきますと１．５となります。また、参考に個別的に各箇所の評価もさせていただいてお

りまして、それでいきますと１．９、０．９、１．９、１．３ということでございます。 

  ３ページ目に今回の１１０キロの主な旗上げをさせていただいておりまして、顕著な例とい

たしましては、孤立地区がございましたけれども、落橋している箇所が緑色で旗上げされて

いまして、瓦礫などによる寸断箇所等を記載させていただいてございます。こちらは参考に

ごらんいただければと思います。 

  それでは、続きまして資料４－２、４－３でございます。こちらは内容的には定型の様式で

ございますので、ポイントを説明させていただきます。 

○大滝委員長 そうしてください。ベースは今の資料４－１がベースになっておりますので、あ

と書式とか評価のポイントは同じような形で進んでまいりますので、そこは少し説明を簡略

にしていただいて結構かと思います。 

○事務局 釜石～宮古間におきましては、大槌町等の複数の地区で孤立しておりまして、また救

急搬送の面からも大きな課題を抱えてございます。また、産業拠点の観点でいきますと、宮

古市におけるコネクター製造というのは岩手県を牽引しているような地域でございまして、

同様に製造業の復興支援が必要といった観点から、こちらも事業の必要性については一定の

評価をさせていただいてございます。事業が必要であると評価をさせていただいてございま

す。 

  有効性につきましては、例えば釜石～宮古のリンクで評価しておりますけれども、こちらも

当初のＤランクから、三陸縦貫によりまして耐災害性のあるリンクということで、Ｂランク

で評価をさせていただいてございます。 

  また、当該事業による効果におきましては、先ほど示しました課題に対して大幅な改善が見

られるということで二重丸の評価をさせていただいてございます。そのため事業の有効性と

して、こちらも優先度の高い事業ではないかということで評価をさせていただいております。

また、Ｂ／Ｃでいきますと、区間全体でいきますと２．２という評価でございます。 

  続きまして、資料４－３、宮古～八戸間でございます。この間、約１３０キロございまして、
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未事業化区間は旗上げしている６区間ございます。⑵の必要性につきましては、先ほど申し

ましたとおり、防災時での課題、あと住民生活、地域経済、地域社会における課題等々ござ

いまして、いずれも事業の必要性として評価をさせていただいてございます。 

  ２ページ目、有効性の評価でございますけれども、例えば宮古～久慈、久慈～八戸でまいり

ますと、こちらも国道４５号が主要経路でございまして、こちらが三陸縦貫道バイパスの整

備によりまして、耐災害性のある経路に改善されるということから、同様にＤランクからＢ

ランクに改善されると評価をいたしてございます。また、ネットワーク全体の防災機能でご

ざいますけれども、こちらの各未事業化区間におきまして評価をさせていただいてございま

して、整備前の所要時間、また整備後の所要時間について記載してございます。例えば宮古

中央から田老の区間でございますと、この区間におきましては当該リンクが津波により遮断

され不通になってしまうということで、整備前ですと時間が無限大と書いてありますが不通

ですのでこういった状況、それが整備後になりますと通常国道４５号を通過する場合に比べ

まして０．６倍の時間に短縮されるということで、当該リンクの整備により不通は解消され

るという改善の評価をさせていただいてございます。 

  また、当該事業による効果でございますが、こちらは先ほど示させていただきました必要性

の評価に対するそれぞれの改善度を記しておりますけれども、こちらの緊急物資の円滑な確

保といたしまして、三沢から久慈間、久慈から宮古市間の連絡時間を短縮。あるいは減災対

策の取り組みといたしまして、避難路、避難場所として活用でありますとか、浸水域を通過

する箇所には避難階段の設置等で対応するということでございます。 

  また、住民生活という観点でいきますと、こちらも三次救急医療施設への６０分圏域の医療

空白地域もございますけれども、こちらにつきましては６０分圏域が拡大されるとともに、

八戸市立市民病院等々への緊急搬送の速達性が向上されるといった効果がございます。 

  また、こちらはルートの決定の際にも、意見でもいただいていたものでございますけれども、

避難所、防災拠点施設付近にインターチェンジを弾力的に配置することで、緊急時の救助、

救援活動を強化するということでございます。また、地域経済、地域社会という観点におき

ましても、工業団地から港への連絡時間の大幅な短縮、あるいは市町村との連携強化といっ

たことも図られるといったことで、評価させていただいております。 

  以上のことから、事業の有効性といたしまして防災機能の改善あるいは三陸地方全体のリダ

ンダンシーの向上といったことから、優先度の高い事業といった評価をさせていただいてお

ります。また、最後の効率性でございますけれども、費用便益比でございますが、宮古～八



-16- 

戸間全体で１．４。あと個別区間で見ますと、それぞれ０．９、１．２、以下１．５という

ことで評価をさせていただいてございます。 

  以上、ちょっと早足ですが、まず三陸沿岸道の３区間について説明させていただきました。 

○大滝委員長 三陸沿岸道路の三つの区間について、まとめて説明をいただきました。これから

質疑応答、あるいはもし何かご意見があればいただきたいと思っていますけれども、三つま

とめてというのは余りにも議論が大雑把になってしまいますので、最初に資料４－１登米～

釜石のところから進めて、４－２、４－３という形で一つ一つ、もしご質問、ご意見あれば

いただくという形で進めていきたいと思っています。そして、それをした上で最終的にまと

めとして３件一括で結論というか、妥当性についてご判断いただくというふうにしたいと思

います。 

  まず、資料４－１についてはいかがでしょうか。もし疑問点等ありましたらどうぞ。 

○南委員 ２ページの∞という印なんですけれども、これは遮断され不通ということなんですけ

れども、ずっと遠くを回ったら道はあるのか。このあたり無限大というのはどういうあれで

表記されたのか、ご説明願いたいと思います。 

○事務局 無限大の表現は、どこまで行ってももう寸断されていまして、迂回路がないというと

ころを無限大と表現させていただいております。 

○南委員 ずうっと、ぐるっと回ったら、あるのでないですか。道路がどこかでつながっている

と。 

○事務局 今回の迂回路を設定する条件というのは、震災時にもきちんと通れるという条件にし

ていますので、例えば津波の浸水区域を通る場所とか、あるいは事前通行規制区間を持って

いる場所、あるいは未改良の区間を持っている場所というのは、災害時には通行できないと

いう設定をしまして、そういうところを設定していますので、基本的にはもう寸断されて孤

立してしまうということで無限大にしております。 

○南委員 そのあたりちゃんと説明されておいた方がいいかな。これ非常にあいまいな印象を受

けてしまうんですよ。この∞というマークがですね。厳密にしっかりと、定義づけておいて

ほしいと思います。 

○事務局 はい、了解いたしました。 

○大滝委員長 説明をしっかり加えておいていただかないと、この意味が非常にあいまいになっ

てくると、いろいろな誤解が生じる可能性はあるかもと思いますね。 

○事務局 すみません、もう一度申しますと、通れる道路というのは、まず浸水、津波でやられ
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たところはだめだと。それから、道路がたくさんあると思うんですけれども、５．５メート

ルで狭い、いわゆる未改良のところもアウトだと。それから、道路の管理者がいろいろな点

検をしているんですね。大雨のときに石が落ちてくるとか、そういうところの防災的に危険

な道路もアウトだという、その三つです。あと雨が降ると止まってしまうようなところも山

の中だとあるんですね。そういうのもバツだということですると、やはりどこも行けないと

いうことになってしまいまして、それでこういう表現になっていますけれども、そこはまた

ご意見のとおり改善します。 

○坂本委員 今の無限大も非常にわからなくてどういうことかなと思ったんですが、この弱点度

の整備後で、例えば通常時に比べ０．７倍の時間を所要というのは、通常時というのは何で

すか。整備前の通常時ということ。 

○事務局 そうです。整備前の最短経路ですね。例えば国道４５号を通っていくというのが通常

時でございます。 

○坂本委員 そうすると、改善度で、整備前後で所要時間が０．３倍に短縮というのは、どうい

うことなんでしょう。 

○事務局 こちらは整備後の時間と整備前の時間を割り算している指標でして、具体に言います

と０．７を２．３で割っていると、そういう整備前と整備後の単純な時間の比較を行ってい

る指標でございます。 

○坂本委員 私の理解力が足りないのだと思うんですけれども、この数字自体も一般の方にお見

せするとか、そういうことではないのかどうかよくわからないですけれども、非常にわかり

にくいんじゃないかなと。もう少しわかるように書かないと、何を言っているのか、普通の

人ではわからないような気がしました。これは感想ですけれども。 

○事務局 申し訳ありません。わかりづらいですね。今国道４５号があって、そこに平行する形

で三陸縦貫道ができますから、それで例えば一番上だと、それだけで０．７倍時間が短くな

るわけですね。さらに迂回路が必要なくなるから、迂回路があるときに比べて２．３倍かか

っていた。それに比べると物すごく短くなると、ダブルで効いてくるということだと思いま

すが、ここも表現ぶりを本省と話をして改善していきたいと思います。 

○奥村委員 同じところで恐縮です。特に３段目の弱点度の三つ目の歌津本吉のところは、整備

をしても整備前の通常時と比べて４．５倍かかるという意味ですか。 

○事務局 こちらは設定としまして、ノードの設定の仕方、計算上の手法でもございまして非常

にわかりにくいので申し訳ないのですけれども、各市町村県庁所在地あるいはインター間を
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リンクとしていまして、そこの所要時間が整備前、整備後でどれだけ変わってくるかという

ところをやってございまして、これは通常時に比べて所要時間がふえてしまっているという

のは、例えば役場からインターチェンジに至る時間が災害時の迂回によってどうしても大き

くなってしまったりして、通常普通走る時間よりも、その分インターまでのアクセス時間の

分少し時間がかかってしまうと、そういった結果でございます。 

○奥村委員 理解できましたけれども、何かつくったらかえって時間がかかるようなイメージを

与える表現なので、ちょっとわかりにくいですね。 

  それからもう１点ですけれども、さっきのコストのところをお伺いしましたけれども、規格

ですね、これは既に評価しているリンクの中で事業中の区間、既につくられている区間があ

ると思うんですけれども、そこはすべて１種３級設定速度８０という同じ規格でつくられて

いるというふうに理解していいのですか。 

○事務局 はい。 

○大滝委員長 さっきの４．５倍云々とかというのは、もともとその算定式があるので、それに

則ってということだと思うんですけれども、こういうところはやはりどこまで一般化が可能

かとか、本当にそれがいい指標になっているかどうかということについて、またもう１回フ

ィードバックして現実と合わないとか、実情を見ると、そういうところで本当にこれが整備

されてよくなっているのかということを、特に一般の国民の方がこれを見ると、とても奇妙

な感じを受けるんじゃないかと思うんですね。だから、そこのところはまた少し要検討じゃ

ないかと思いますけれども。 

  他にいかがでしょうか。どうぞ大泉委員、お願いします。 

○大泉委員 質問ではなくて感想的な話なんですけれども、今回の災害で鉄道の方がかなり壊滅

的で復旧にかなり時間がかかるんじゃないかという状態になっておりまして、それに対する

道路の代替性の評価というか、それも必要なのかなという気がしました。 

  それと、今道路の使い方なんですけれども、高次医療だけではなくて、特に被災地なんてい

うのは一般の診療所が全部被災したところも多くて、高速道路を使って普通の病院に通った

り、あるいは鉄道網がだめなので通学とか通勤にも使っていると。そういう新しい道路の役

割とか機能というのも、今回見えてきたなという感じがいたします。これは評価にどう加え

るかというのはまた別の話だと思うんですけれども。 

  それから、地域経済への道路の役割、評価の話なんですけれども、これが評価の考え方とい

うか、出し方が少し抽象的だなと。例えば道路ができました、企業立地の促進が期待される
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とか、そういう言い回しになっているんですけれども、本当はもしかしたら広域で道路がで

きることによって地域経済にどういう波及効果があるのかというような数字を出すと、説得

力があるのかもしれないなと、評価のきちんとした数字になるのではないかなという気はい

たしました。今回それに載せるかどうかはまた別として、そういった感想を持ちました。 

○大滝委員長 今の幾つかの点については、特にコメントはありますか。要するに、どこまでを

どういうふうに評価の中に入れ込んでくるかという結構難しい問題で、今回特に被災地が入

っているので、入れていくとすると、どんどんある意味、外に広がっていくという可能性が

あるんですけれども、その辺のところはどういうふうに考えたらいいかということだと思い

ますけれども。 

○事務局 確かに企業立地の促進とか、結構まだ抽象的な表現にとどまっていたところもござい

ますので、数値換算可能なところも、できるだけそういった波及効果とか、具体的にわかる

ようにトライをしていきたいと思います。 

○大滝委員長 これは今大泉委員がおっしゃったこと自体は、今すぐというわけにはなかなかい

かないと思いますけれども、特にこの被災地とか、あるいは災害対応とかということを考え

るときにはかなり重要だと思いますし、住民の立場から見るとそれはすごく、やはり鉄道が

完全に寸断されてしまって、もう唯一高速道路しかないとか、高規格道路しかないという話

になれば、そこを全然評価しなくていいのみたいな話は深刻な問題ではあるような気もする

んですね。それをここでやるべきかどうかということについては、もっと議論を詰めないと

いけないと思いますけれども。 

○奥村委員 感想というか多分こういうこと、コメントをしておきますけれども、最後のＢ／Ｃ

の計算をするときに、個別のところの数字と全体の数字と入っていますね。このときに本当

は個別のところ、部分的につくってあるところとないところと不連続になっていると、この

地域だと大体高いところを今通そうとしていますね。そうすると、降りるところはみんな旧

道との、現道との間に高低差があったりするから、一遍戻ってまた下を走って、また上に上

がってということが必要になるので、多分四つ全部やって初めてかなり効果が出るけれども、

１カ所でもつくらないと、実はそれだけ効果が出ずに迂回するというか、出入りの部分が余

分に出るというところを本当は入っているはずなんですけれども、今の実際の仕方で入って

いるのかどうか、そこがよくわからないので、もしそういうふうに解釈できるのであれば、

そこをいろいろ、つまりあるなしのケースで時間のチェックをしていただければ出せると思

いますので、要するに連続している効果というのが多分あるし、同じ意味で部分的につくら
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なかった場合に、やはり現道にその区間だけ交通量がふえて、交通事故がふえるというよう

な可能性だってあるわけなので、ただ終わってしまうと、言ったら高いところだけつくれば

いいじゃないのと、低いところは多分大体この三つの区間どれも県境のところが交通量が少

ないので、県境のところは一応切るんですけれども、だけどそこはつながっているから実は

効果が出るんだということが明確にしておいていただいた方がいいかなというふうに思いま

すので、検討していただければと思います。 

○大滝委員長 それでは、ちょっと時間の関係もありますので、今資料４－１の部分について検

討したんですけれども、登米～釜石ですね。引き続いて資料４－２についても、もし同じよ

うな形でご質問等、あるいはご意見等ありましたらお願いしたいと思います。釜石～宮古間

の区間です。これについてはいかがでしょうか。 

○南委員 例えば救急医療のところで、釜石と宮古の病院へのアクセス性の向上ということがあ

るんですが、これは例えば、これまでだったら一つの病院しか選べないのが、二つの病院に

行けるような、二つのアクセスが確保されれば倍というような場所も出てくるんじゃないか

と思うんですね。こういうのをどこまで評価に入れていくのかもですが、そういうことも一

つの大きな、こういう地方の場合だと大きなことではあるということを申し上げておきたい

と思います。 

  あとこっちはあれなんですが、先ほどの４．何倍というのは非常に気になっていたんですけ

れども、大分前にそういうことをやっていたことがあるんですが、恐らくある現状のネット

ワークというのを評価の基準にはっきりと固定して、そして改善した整備後のものと比較す

るということをしっかりとすれば、恐らく非常にシンプルに評価できると思います。そうい

うことをちょっとやったことがあるんですが、多分なるのでないかと思います。コメントと

して。 

○大滝委員長 他にいかがでしょうか。もし特になければ、４－３まで行ってしまいましょう。

同じような形で質問、コメント、ご意見をいただければと思います。一番北の宮古～八戸で

すね。どうぞ、坂本委員お願いします。 

○坂本委員 この三つの区間の評価を見ると、みんな主要都市拠点間の防災機能はＤからＢにラ

ンクアップしていますね。ほかの評価項目も全部二重丸、同じようについているんですけれ

ども、これ評価という意味で、例えばある項目が二重丸じゃない丸がついたというと、何か

評価が変わるというのか、取り扱いが変わるというのか、そういうところはどうなっている

んでしょうか。 
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○事務局 二重丸と丸の評価ですけれども、確かに明確に基準があるわけではなくて、十分な改

善がこれで果たされると判断されれば二重丸ですし、最低限の目標がクリアされて、今の課

題を少しクリアするというときは丸といったような形に今なっていまして、確かに委員ご指

摘のとおり何をもってして二重丸とするのか、丸とするのかというところは、もう少しきっ

ちりしていかないといけないと考えております。 

○坂本委員 丸のつけ方というのは非常にあいまいといえばあいまいなんでしょうけれども、例

えば評価が低かったと。例えば二重丸じゃなくて丸が三つぐらいついてしまったとかという

と、そういう部分をとらえて何かどこか計画を直すとか、そういうところにはつながるんで

しょうか。 

○事務局 そうですね、当然有効性の評価として少し足りないというところがあれば、何らかの

改善とか、計画を見直していくということになるかと思います。 

○大滝委員長 今、坂本委員から出た問題も課題といえば課題ですよね。そこのところ、もちろ

ん評価そのものの曖昧さというのもあるんですけれども、仮に一重丸が幾つか出てきたとき

に、それに対してどういう対応をとったらいいですかみたいな話についても、ある意味で言

うと大変曖昧な話で、そこに対して何をどういうふうにすれば評価が上がったりするのかと

いうことについても、もう少しよくわからないところもあるんですね。それを厳密にやれば

いいという話でもないと思うんですけれども、しかしその評価をどう考えたらいいかという

のは。 

○事務局 補足をいたしますけれども、これまでの新規採択時の評価は、全てではありませんけ

れども、一番最後に載っているこのＢ／Ｃですね。それで基本的に決めていたということだ

ったと思うんですが、冒頭に説明しましたように、今回はそれに加えてといいますか、従前

にその前に書いてあるこの有効性の評価、定性的ではあるんですけれども、定量的にやると

ころは定量的にも今後トライをしようと思いますけれども、この二重丸がいろいろありまし

て、さらにその前のページのこの事業の必要性もありまして、それらを言ってみれば総合的

に評価をしていただいて、この事業の採択でいいのか悪いのかを決めていただくという初め

ての試みであるわけですね。Ｂ／Ｃだけではないよということを、ぜひそこをご理解いただ

きたいと思います。 

○大滝委員長 もう１回、資料４－３に戻りますけれども、ここの中で特に確認しておいた方が

いいこと、あるいはご質問等ありましたらお願いしたいと思いますけれども。 

○南委員 ここでネットワークの機能というのを評価するときに、例えばここはすごい長いんで
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すけれども、八戸から宮古までで、そしてその外との連携というのをどこまで考えるのがい

いのかということが難しいというか、もっと遠くの市町村までのアクセスのネットワーク特

性、その連結の重要さというものまで考慮に入れるのか。このネットワークをどの範囲で構

成するのかということが一つの課題かと思うんですけれども、これはどういうふうに、その

圏内というか、一つの大きな意味での一つの迂回路というか、ネットワークの形ができるか

できないかというようなことなのか。そのあたりのことをもし、非常に大事なことなので方

針が要るんじゃないかと思うんですけれども。 

○事務局 ネットワークの設定につきましては、主要都市間の迂回路を前提にしておりまして、

迂回する経路としてその中であるか否かといったこと、あと地域に与える影響をかんがみて

設定をしてございます。 

○大滝委員長 今、南委員のご質問はもちろん、迂回といってもどの範囲までの迂回を想定する

のかという話だと思うんですけれども、多分。非常に大きくとれば迂回の定義って、かなり

どんどん広がってしまいますよね。その辺をどういうふうに定義して、そのネットワークの

全体性みたいなものを想定して評価しているかという、そういうご質問だったと思うんです

ね。 

○事務局 この宮古、久慈、八戸の例でいきますと、今言いました迂回路というのは、一応県管

理の国道と県の管理している主要地方道という、県道の中でも格上の県道があるんですけれ

ども、それを対象としまして、それで迂回路が構成できる部分をこのネットの対象としてい

るということでありますので、そういう意味で比較的狭い範囲なのかなという気がいたして

おります。 

○南委員 例えば緊急輸送道路網の定義みたいなものってなかったですか。例えば、今おっしゃ

っていたネットワークでもいいんですけれども、その都市で、例えば県なら県で定めている

緊急輸送道路網の形だとか、今回これに際して、今回の事業化を進めるに当たっての一つの

ネットワークの基準、考え方だよというものがあったら十分ですね。それに非常に近いもの

が、以前で言うところの緊急輸送道路網というものが相当するようにも思うんですけれども、

そういうものを何か論拠づけというか、今おっしゃっていたのでもよろしいかと思うんです

けれども、ちょっとご検討いただけたらと思います。 

○大滝委員長 ほかにこの資料４－３についてはいかがですか。 

  どうぞ、大泉委員お願いします。 

○大泉委員 これは全部にかかわってくるのか、後ろの方はよく見ていないんですけれども、地
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域経済についての考え方で、どちらかというと産業拠点という方の評価が多いんですけれど

も、今は被災していて観光というのはちょっと考えにくいんですけれども、道路ができて５

年後、１０年後を考えたときに、全体やはり三陸の海岸は観光のメッカでありますので、そ

ういった観光交流拠点みたいな視点も、もしかしたら必要になってくるのかなと感じました。 

○奥村委員 今のと関わって、あえて違うことを申し上げるんですけれども、多分この資料３で

説明していただいたのは、通常期の道路の機能のほかに災害が起きたときの機能を、確率は

低いんだけれども重要だから考えなさいということを言っていて、その中にたまたま三つの

ところの中に、さらに有効性のところが入っていて、地域経済・地域社会と書いてあるんだ

から、本当はやはりこれはそこのところの途絶の危険性があったら、その工業団地せっかく

つくっても企業が立地してくれないとか、そういうゼロか１できいてくるような、そういう

ものをどうカバーするかという視点が入っているべきであって、通常の時期にどれだけ工業

立地が盛んになるかというのは、どちらかというと通常の話だから、今までのＢ／Ｃの評価

の中に、さっきの波及効果もありましたけれども、前から言っていますように、理論的に言

えば波及効果は道路の時間短縮３便益の中があるから、その後の効果が出てくるのであって、

だからそれを別建てで評価するというのはわかりやすさとしてはわかりやすいかもしれない

けれども、理論的にはおかしいんですね。 

  ただ、ここの問題は、今までのＢ／Ｃの評価は、通常期の災害のないバックグラウンドのも

とでの部分を取り上げて評価しているので、災害が起きたときのことは評価できていないか

ら、だから災害が起きたところのことを評価しましょうという話なので、私から見ると、こ

この三つ目の地域経済・地域社会の評価のところに、あえて言うと工業団地が立地促進され

ますとか、今ありましたように観光が盛んになりますというのは、本当は入れるべきではな

いのではないかというふうに私は思います。 

  それはもちろんＢ／Ｃで入っているのではないか。ただし、観光においてもそこのところが

孤立する危険性があるから、なかなか外から人が来られないとか、あるいはいろいろな意味

で風評とか、そういうものがあってそこが安心して来られるところになっていないと、やは

りまずいんだということが積極的に評価されるべきであれば、それはそこに入れていいのか

なというふうに思うんですけれどもね。 

○事務局 今おっしゃったのは論理的に全くそのとおりだと私も思います。従来からどういう事

業評価をすべきか、各国もこれは大変悩んでいる問題であって、一般には時間短縮効果など

の数量化しやすいもの、貨幣価値にきちんと換算できやすいもの、特に日本やイギリスでは
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３便益と言っていますような部分は国際的にもかなり精度よくやれると認められていて、こ

れでやっておると。今回もそれは出ておりまして、リンクで言えばいずれも１を超えている

ので、それだけでも従来ならばまずは十分だという評価になるところですけれども、今回特

にかねてから防災機能みたいなものもきちんと認めて評価しなければいけないのでないかと。

必ずしも貨幣換算しないまでも、定量的でも評価をしようじゃないかと。 

  さらに言うと、今回特に三陸縦貫などはまさにこういう災害の後でもあるので、そこのとこ

ろはきちんと評価をすべきだということでありまして、通常時の時間短縮などの３便益プラ

スこれも入れた総合的に見ていただくと、こういうことなわけですね。そういうことから言

いますと、おっしゃるとおり例えば地域経済などへの波及効果は３便益に入ってはいないか

もしれませんけれども、直接効果分しか入っていませんから、ただそこはかなり時間短縮効

果から出てくるものとして、ダブって計上され得る内容だと思います。したがいまして、本

来の今回の防災機能の評価という意味で言うと、奥村先生おっしゃるとおり、被災した場合

に対してどれだけウィズアウトで強化されるかという部分だけを評価するのが正しいのかな

という気はいたします。 

  そういう意味でいうと、企業立地もそういう分断リスクが小さくなる部分を企業が評価する

分というのは入るかもしれませんけれども、ここに書いているような単純な通常時の時間短

縮は、ダブル評価になってしまうということだと思います。その部分が若干これはまだ未分

化になっていて、Ｂ／Ｃと合わせて最後に評価が出てくるので、こんな書き方になっている

ということだと思います。今の点は大きな考え方にかかわるものとしての改善点と思います

ので、私としては今のご意見を伺って、そのような改善を本省にもきちんと伝えたいなとい

う気がいたしました。ありがとうございました。 

○大滝委員長 それでは、順番に資料４－１、４－２、４－３という形で三つの区間について順

次検討してきたんですけれども、さらに全体を見回して、もし何かご意見等があればお伺い

したいと思いますけれども。よろしいですか。 

  今までご意見いただいて、特にこれは先ほどから何度も申し上げているように、最初の試行

だということもありまして、いろいろなご質問とか疑問とか、それからもっとこういうふう

にした方がいいのではないかという、そういうことについてのご提案をたくさんいただいた

かと思います。ただ、基本的にこの３区間について、この評価自体に異論があるとか、疑問

があるとかというようなご意見は、私が聞いた限りにおいてはなかったのではないかという

ふうに思っております。それで、基本的にこの新規事業採択時評価に関する当小委員会の結
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論として、見解としては、今ご検討いただいたそれぞれ資料４－１、４－２、４－３に対応

する三つの区間の３件については、新規事業化については妥当であるという判断を下しても

よろしいのではないかと思いますけれども、皆様方はいかがでしょうか。そのこと自体には

大きな問題はないというふうに私は感じましたけれども。 

  それでは、そういう形でここで審議をいたしました三陸沿岸道路の当該３区間、３件につき

ましては、新規事業化が妥当だということで進めさせていただきたいというふうに思います。

ありがとうございました。 

  それでは、引き続きまして、今度は横断道の３区間についてもご説明いただきたいと思いま

す。 

○事務局 続きまして、資料５、６、７を説明させていただきます。 

  まず１つ目でございます。東北横断道釜石秋田線、釜石～花巻間でございます。この区間に

つきましては図１でありますけれども、全長約８０キロありまして、今回未事業化区間とし

て遠野住田～遠野の１１キロ、釜石～釜石西の約６キロの区間が新たに事業化する区間とし

てございます。経緯としては、先ほどご説明しましたとおり、８月３０日にルートの決定の

公表をさせていただいてございます。また、必要性の議論になりますけれども、まずこの周

辺での課題の整理といたしまして、防災災害時の救助活動、特に緊急物資の円滑な輸送の確

保という観点がございます。 

  今般の震災におきまして、被災地への救助救援につきましては、後方支援拠点、遠野にござ

います運動公園の方から横軸を使いまして、三陸沿岸の国道４５号の方に物資は輸送されて

いるところでございます。一方で、まだ高規格幹線道路の未整備区間がかなりございまして、

現在交通が集中しているところでございます。図３の方で釜石～釜石西間の現道の交通状況

を記しております。また、大震災の際には現道の旅行速度が約３割低下するなど、幹線道路

としての機能が低下しているというところでございまして、特に横軸につきましては被災地

と内陸の強力な連携の推進でありますとか、早期の救援復旧を図る上での支障となっている

ところが課題としてございます。 

  また、住民生活という観点でいきますと、こちらも三次医療施設であります岩手医科大附属

病院などの盛岡市方面に約５割の方を搬送してございますけれども、長い搬送時間、具体に

は図６にございますけれども、１３０キロの延長を約１４０分かけて揺れをもたらしながら

搬送しているということで、地域医療の観点でも課題を抱えている状況でございます。 

  また、地域経済・地域社会という件におきましては、現道の区間、非常に線形の不良箇所、
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あるいは勾配の急な区間が多数ございまして、地域との連携に今支障を来しているという状

況でございます。 

  そういったことから事業の必要性として書かせていただいておりますけれども、被災地と内

陸との強力な連携の促進、あるいは平常時も含めました救急搬送圏域の拡大、高規格幹線道

路のネットワークの形成による速達性の確保といった観点で、本事業の実施の必要性という

ことは、この課題の観点からもうかがえるのではないかと考えてございます。 

  ２ページ目に、またリンクの有効性の評価でございます。こちらは釜石～盛岡市間の評価を

してございます。こちらの現況でございますけれども、このルートといたしまして国道２８

３号を使って釜石から西の方に向かって、国道３９６号を使って北上し盛岡に入るというル

ートでございますけれども、こちらの国道３９６号に事前通行規制区間でありますとか、５．

５メートル未満の未改良区間がございまして、そのため現在耐災害性なしと、あるいは多重

性もないということでございます。一方で、横軸でございます釜石秋田線整備されることに

よりまして、これは耐災害性があるネットワークになるということで、Ｂランクに改善をさ

れるということで評価をさせていただいてございます。 

  また、ネットワーク全体の防災機能でございますけれども、こちら遠野住田～遠野でいきま

すと、整備前ですと通常時に比べて１．５５倍の時間を所要。整備後にいきますと、こちら

もインターへのアクセス等もございましてちょっと変な数字になってまいりますが、約１．

３１倍の時間を所要ということで、整備後と整備前の比でいきますと約０．８倍に時間が短

縮されるということでございます。 

  また、当該事業による効果でございますけれども、先ほどの横断軸の強化によりまして、釜

石遠野～遠野花巻間における連絡時間の大幅な短縮がございます。 

  また、救急医療施設への速達性向上という観点から申し上げますと、岩手医科大学三次医療

施設への所要時間が大幅に短縮されるといったことで、安定した搬送が可能になると評価で

きると考えてございます。 

  また、地域経済・地域社会という観点におきますと、急カーブ、急勾配を回避することで、

走行性の向上でありますとか、あるいは大幅な時間短縮が見込めるといったことがございま

す。 

  したがいまして、事業の有効性といたしまして、まず防災機能の観点ではネットワーク上の

リンクがＤランクからＢランクに改善されるという評価がなされること。あと速達性の向上、

あと今般の「くしの歯」作戦に象徴されますような太平洋沿岸と内陸部を結ぶ横断軸の強化
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といったことも図られまして、有効な事業であるということで評価をさせていただいており

ます。 

  また、費用便益分析でございますけれども、釜石～花巻間全体で見ますと２．４、個別区間

で見ますと１．８、１．３という結果でございます。 

  続きまして、資料６でございます。東北中央道相馬～霊山間に係る新規事業採択時評価でご

ざいます。こちらの区間は相馬～霊山の間、約３０キロございます。そのうち未事業化区間

は２区間ございまして、阿武隈東～阿武隈の５キロ、あと相馬～相馬西の６キロの２区間が

ございます。経緯につきましては、ご説明させていただいたとおりでございます。必要性で

ございますが、こちらにおきましても今般の「くしの歯」作戦等により、太平洋沿岸への輸

送確保された状況ではございますけれども、まだ原発事故での今の寸断状態でありますとか、

あるいは現道は緊急輸送路でございますけれども、隘路、通行規制区間、障害となっており

まして、通行止めが多数発生しているという状況でございます。図３、図４で示させていた

だきます。 

  また、救助・救援活動の支援という観点におきましては、広域陸上輸送拠点、自衛隊駐屯地

などの災害復興拠点や病院が集積する内陸部との連携の強化が必要であるという状況でござ

います。 

  また、住民生活の点におきましても、先ほど申し上げましたとおり、三次医療施設、福島市

の施設でございますけれども、そこまでの速やかなルートの確保が必要であるということで

ございます。また、相馬港への時間距離というものが、今国道１１５号を使いますと非常に

時間距離が大きく、産業等で不利益を被っているといった課題がございます。 

  地域経済・地域社会におきましても、相馬港との連携あるいは多くの企業が沿岸部と内陸部

の連携拡大、輸送時間の短縮を求めているといった状況がございます。 

  こういった観点から、事業の必要性といたしまして大震災被災地との内陸との強力な連携で

ありますとか、あるいは平常時における搬送圏域の拡大、移動時間の確保といった観点から

も、本事業の実施の必要性ということで評価をさせていただいてございます。 

  ２ページ目でございますが、これはネットワークのリンクで相馬～福島間を評価をいたして

おります。今こちらは現道国道１１５号がございますけれども、こちらにつきましては先ほ

どご紹介しました事前通行規制区間等々ございまして、非常にリンクとしては耐災害性が低

いということでＤランクになってございます。中央道の整備に伴いまして、耐災害性のある

リンクができているということで、整備後の達成としてＢということで評価をさせていただ
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いてございます。 

  また、ネットワーク全体の防災機能という観点におきましては、通常時に比べまして整備前

でありますと９．６倍の時間を所要、また整備後におきますと、こちらもインターへのアク

セス等の関係で若干数字がございますけれども、１．３倍ということで、改善度としては所

要時間が０．１倍に短縮ということでございます。 

  あと防災・災害等の救助活動という観点でいきますと、相馬～福島間の連絡時間の短縮、大

幅な短縮がございます。 

  また、住民生活・地域経済社会という観点でいきますと、県立医大病院への速達性の向上あ

るいは２次生活中心都市圏への所要時間の短縮ということで、相馬～福島間が７８分から５

６分ということで、大きな時間短縮が達成されるものでございます。こちらにつきましては、

内陸部沿岸部の産業連携強化でも同様でございまして、工業の拠点から相馬港へのアクセス

の時間短縮といった効果が期待されるところでございます。 

  そういった観点から、事業の有効性といたしまして、まず防災機能の強化といたしましては

ネットワーク上のリンクがＤランクからＢランクに改善され、防災機能が強化されるといっ

たこと。あるいは内陸部沿岸部間の緊急輸送路確保など、津波への適応性が改善されるとと

もに、速達性の改善が図られるといったことで、優先度の高い事業ということで考えてござ

います。 

  また、費用便益分析の結果ですけれども、相馬～霊山全体でいきますと１．１、個別で見ま

すと１．０、１．４という結果でございます。 

  続きまして、資料７、最後でございますが、宮古盛岡横断道路、宮古～盛岡間に係る評価で

ございます。 

  図１をごらんいただきたいと思います。宮古～盛岡間全長で約９０キロございまして、今回

その中でも優先整備区間として新規事業化を検討している区間が３区間ございます。区界～

梁川の８キロ、平津戸～松草の７キロ、あと宮古～箱石の３３キロということでございまし

て、新たに事業化する区間計４８キロほどございます。 

  こちらにつきましては経緯としまして、宮古盛岡道路の優先整備区間に係るおおむねのルー

トの公表ということで、岩手県さんの方で９月７日に公表されているところでございます。 

  必要性の評価でありますが、災害時の救助活動といたしまして、宮古方面への救援・支援に

関しましては、救急支援物資物流拠点滝沢村から横軸国道１０６号を用いて実施をしており

ます。一方で、国道１０６号につきましては、通行止めが多数発生しているということ、あ
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るいは防災点検の要対策箇所が２９カ所も存在しておりまして、安全性、信頼性の確保にお

いて大きな課題を有している地域でございます。また、大震災当時には交通量が大幅に増加

しておりまして、現道の円滑な交通に支障を来しているところでございます。こういったこ

とは、被災地と内陸の強力な連携を図る上で支障になっているというのが現状でございます。 

  また、住民生活という観点でまいりますと、こちらも宮古地域の医療圏におきましては、心

筋梗塞等対応不可能な疾患の９５％につきましては盛岡市方面に搬送してございますけれど

も、長い搬送時間、急カーブ等の問題を抱えておりまして、速達性の課題を抱えてございま

す。 

  地域経済・地域社会についても同様でございまして、急カーブが多く、また連続性が非常に

低く、地域間の連携に支障を来しているという状況でございます。 

  産業拠点との連結性向上という意味におきましては、水産業、コネクタ製造業等の基幹産業

の早期再生が急務といった課題がございます。 

  そういった観点から事業の必要性といたしまして、内陸部と沿岸部の強力な連携による早期

復興の支援、あるいは平常時も含めた救急搬送圏域の拡大等々、横断軸の隘路を解消し、速

達性を確保する本事業の実施というものは必要であるということで評価をさせていただいて

ございます。 

  また、有効性の評価でございますけれども、宮古～盛岡間の防災機能の評価につきましては、

現道の国道１０６号につきましては先ほどご紹介いたしましたとおり、事前通行規制区間で

ありますとか、隘路が非常にございまして、耐災害性のないＤランクという非常に脆弱なリ

ンクでございますけれども、横断道の優先整備区間の整備によりまして、そういった隘路、

通行規制区間が解消され、Ｂランク、耐災害性のあるリンクに変更改善をされるといった評

価をさせていただいてございます。 

  また、ネットワーク全体の防災機能という観点におきましても、例えば区界～梁川でまいり

ますと、現在ですと当該リンクが災害により不通になってございますけれども、通常時に比

べまして整備後は０．７倍の時間短縮ということで、当該リンクの整備による不通は解消さ

れるという改善の評価をさせていただいてございます。 

  また、当該事業による効果でございますが、先ほど申し上げました課題に対しましては、横

断軸の強化によりまして、宮古盛岡市間の速達性の向上、例えば宮古市から滝沢村でいきま

すと現状よりも１５分短縮といった形で、被災地域の復興の支援につながるのではないかと

いうことでございます。 



-30- 

  また、高次医療施設への速達性の向上という観点でいきますと、三次医療施設への所要時間

の大幅な短縮とともに、急カーブが解消され安定した搬送が可能になるということがござい

ます。さらに申しますと、急カーブ箇所については４９カ所すべて、整備によりまして解消

されるということがございます。 

  また、地域経済・地域社会という観点でございますが、急カーブ箇所の回避によりまして、

走行性、安全性の向上あるいは地域を支えている産業でございます宮古港から盛岡市卸売市

場等までのアクセス時間につきましては、大幅な短縮を図られると。図１１にございますけ

れども、所要時間短縮が図られるということでございます。 

  以上のことから、事業の有効性といたしまして、防災面の観点におきましてはネットワーク

上の代表的なリンクであります宮古盛岡間の評価がＤランクから耐災害性のあるＢランクに

改善し、防災機能が評価されるということでございます。 

  また、太平洋沿岸と内陸部を結ぶ横断軸の強化によりまして、東北地方全体のリダンダンシ

ーの確保でありますとか、速達性の向上につながる有効な事業であるということで評価をさ

せていただいてございます。 

  また、費用便益分析につきましては下段に示しておりますけれども、宮古盛岡全体で１．０、

個別区間で見ますと０．５、０．５、０．８ということでございます。 

  以上でございます。 

○大滝委員長 横断道路につきましても、それぞれ資料５、資料６、資料７に基づきまして、三

つの案件についてご説明をいただきました。これについても先ほどと同じような形で順番に

資料５から検討していきたいと思いますけれども、まず資料５についてはいかがでしょうか。 

  どうぞ、南委員お願いします。 

○南委員 必要性のところで、復興支援拠点，復興ルートということを位置づけている。これも

今回の震災において非常に大きな役割を果たしたのはもう間違いないわけですが、全体必ず

しもこの道路自体はネットワークとしてできるときに、内陸側が三陸側を助けるというよう

な位置づけばかりでは恐らくなくて、ネットワークとして、例えば場合によっては三陸側が

内陸地震があったりというときに内陸側を助けるようなこともあるんですけれども、この災

害拠点だとか、先ほどもちょっと話もあった防災拠点というものをもう少し位置づけて、そ

の間のネットワーク化というのを進めているというような、そういう考え方もできるんじゃ

ないかなということで、感想というかコメントで。 

  ちょっとこれだけだと今回の震災に対して強い役割を果たしたんですけれども、長い将来を
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考えたときには、ネットワーク化してどこでこういう地震、被災が起こっても、どこかが代

替の役割を果たせるという地域を全体としてリダンダンシーをもって支えるという、そうい

うのがあったらいいというふうに思いました。 

○事務局 先ほどの緊急輸送道路の話も同じだと思うのですね。この路線、緊急輸送道路になっ

ていると思いますので、緊急輸送道路になっているということは防災協定を結んでいるとい

うことだと思いますが、そういう記述が確かにないような状況になっていますから、そこも

また改善していきたいと思います。よく県とも相談していきたいと思います。 

○奥村委員 資料５と資料７で、資料７の方は、緊急輸送路はその下の道路に行く道は国道３９

６号も書いてあって、資料５の方は２本あると書いてあって、やはり同じところでつくって

いるのに、片一方は取り上げて片一方は取り上げていないというのは変かなというふうに思

いますので、位置づけを整理された方がいいかなというふうに思います。 

○大滝委員長 これはちょっとご検討ください。ほかにいかがでしょうか。 

○奥村委員 それから、別に私ここに特にこだわっているわけではないんですけれども、最後の

Ｂ／Ｃのところなんですけれども、結局Ｂをどうやって出しているかという根拠を明確にし

ていただかないと、普通に考えると、４のところで３１０に対して１．８あったらＢが５５

８、２００に対してのＢは２６０出て、足すと８１８、８１８をトータルの事業費の５１０

で割ると１．６ぐらいになるはずなんですね。だから、ここに書いてある二つの区間に分け

たＣとそこに対するＢ／Ｃが出てますから、そこの区間ごとのＢをもし出すとすると、それ

ぞれ５５８と２６０で足し合わせると８１８なんです。別々につくると８１８、だけどトー

タルで釜石～花巻でつくると、５００の２．４倍であるところの約１２００億円出るという

計算になっているのですね。そうすると、どうして別々に片方ずつの時間短縮なりなんなり

を積み上げたものと、トータルでつくったときとがそれだけ違うのかということの説明が必

要になると思うんですけれども。 

  実はこの問題よりも資料７の方がもっと問題なんだけれども、同じことで普通に計算すると

個別のＢ／Ｃを平均した間の値しか出てこないはずなんですけれども、要は足して多く出て

くるというのは、全部つながったことによってかなりの広域的なルートのチョイスが変わっ

て、ほかのところから交通量がいっぱいこちらに来るということであれば考えられなくもな

いんですけれども、そういう計算になっているのかどうか。ちょっと確認を。今ここで数字

をどうこうということはないと思うんですけれども、ご確認いただいた方がいいかなという

ふうに思います。 
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○事務局 確かに委員おっしゃるとおり、区間それぞれ見た場合と、区間統合で見た場合と、交

通量に大きな差がありまして、やはり区間統合で見ると、その分ネットワークとして完結し

ておりますので、他地域からの交通も入ってくるものですから、交通量として多くなります。

また、区間がそれぞれ区切られているような形でありますと、そこでネットワークが遮断さ

れておりますので、交通量としては非常に小さい値となっておりまして、その関係で便益が

明確に違ってくるということでございます。 

○大滝委員長 ほかにいかがですか。今の資料の５についてですけれども。 

○南委員 資料７の国道１０６号なんですけれども、これはここに資料三つで並列して出してい

ただいていて、私この国道１０６号の位置づけというのは盛岡にいることもあって、非常に

大きいというか、沿岸に行くときに非常に必要な道路なんですけれども、県、国の直轄でな

いというか、いろいろな経緯はあるでしょうけれども、ここに資料として並んできたこの位

置づけというか、率直に整備をしっかりと進めてほしいという今の沿岸の状態を考えると、

国道１０６号の位置づけというのは非常に重要だと思うんですけれども、そのあたりについ

て少しほかの東北横断道との位置づけというか、そのあたりを少し教えていただきたいと思

うんですけれども。 

○事務局 今回の大震災を踏まえまして縦軸の三陸沿岸道路と合わせまして、今日ご提示しまし

た三つの横軸についてもしっかりと整備を図るべきだという声が非常に強くなりまして、政

府としてもそういう方向になったということでございます。この宮古盛岡横断道路につきま

しては、今県管理の国道になっておりまして、これにつきましても岩手県の方から国の権限

代行と申しますけれども、県のかわりに整備推進をするべく要望が出ておりまして、そうい

うことも含めて今検討しているという状況でございます。 

○大滝委員長 よろしいですか。 

  それでは、資料５がもしよろしければ、続いて資料６についても、もし何かありましたらお

願いしたいと思います。これについては特によろしいですか。 

  特になければ、資料７にいきましょう。資料７については、先ほど幾つか関連するご質問が

あったかと思いますけれども、そこも含めて何かありましたら資料７についてお願いしたい

と思います。 

○奥村委員 確認ですけれども、有効性の評価のところのネットワークの防災機能の評価のとこ

ろで、これが同時に進んでいるので何とも言えないんだけれども、現在のネットワーク図が

上にありますね。３の有効性の評価のところに。それで、宮古～釜石とか久慈～宮古という
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ところは沿岸道がない状態で評価されていますね。ところが、今回は先ほどの話で沿岸道は

沿岸道として三陸縦貫道をつくるからそこはＢになるという話ですよね。そうしたときに、

ここは本当に要るのかどうかという話はしなくていいんでしょうか。すなわちウィズアウト

の状況というか、そのバックグラウンドの状況はほかのがないとして、現在のところから評

価しているというのはわかるんだけれども、ほかのところができたとしてもやはりそれなり

に必要性は高いということを確認しないといけないのではないかなと思うのですが。 

○事務局 三陸沿岸道ができることによって、確かに横軸に及ぼす影響もあるかと思うんですけ

れども、例えばこの国道１０６号路線全体を見ますと、かなり急カーブ箇所が各地に点在し

ておりますし、非常に隘路もございますので、また沿岸地域へ行くためのそういった支障に

なっているものですから、路線全体で見ますとやはりＤランクであることには、三陸沿岸道

ができてもＤランクであることには変わりはないのかなというふうに考えております。 

○大滝委員長 ほかにいかがですか。 

  それでは、資料５、６、７全体を見て、横断のこの３件について、もし全体を通してご質問

とかご意見があればいただきたいと思いますけれども、どうでしょうか。 

○奥村委員 聞き漏らしたんですけれども、最後のところなんですけれども、事業化する区間の

構造規格ですけれども、１種３級のところと３種２級のところと混ざっているんですかね。

あるいは初めから既に現道で３種２級で改良されているところが含まれているということな

のか、今回やるところも３種２級でやるところが入っているという話なのか、あるいはそれ

だったら全体として３種２級で全部やったら安くなったりしないのかとか、そこをちょっと

お伺いしたいんですけれども。構造の取り合わせですね。 

○事務局 この区間につきましては、バイパスで整備するところ、自専道として整備する区間も

ありまして、そこは１種３級でやりますし、現道を改良して使う区間もありまして、そうい

うところは３種２級ということで、現道改良とバイパスが、いろいろな区間があるものです

から、そういったところでそれぞれの種級を書いております。 

○大滝委員長 それでは、先ほどと同じような形で一応一通りずっと資料の５、６、７を見てき

て、この横断している部分の３件についてご検討いただいたんですけれども、前回三陸自動

車道と同じような形でまとめをしたいと思うんですけれども、これについても三つの案件に

ついて、新規事業化については妥当であるというふうな判断をしたいと思いますけれども、

これについてよろしいでしょうか。 

  それでは、そういう結論で先に進めたいと思います。ただし、これについてもいろいろな疑
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問が先ほどから提示されましたので、評価の手法とか方向とかやり方とかということについ

ては、さらにこの後ブラッシュアップしていっていただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

  それでは先に進めていただきたいと思いますので、一応この６件については新規事業化が妥

当であるということで、本小委員会としては結論を得たということですね。この後、さらに

本省で社会資本整備審議会の事業評価部会で上げていくというか、そういう形で進んでいく

ということで理解してよろしいですか。ありがとうございました。 

  それでは、続きまして、議事の４、計画段階評価の調査に入りたいと思います。 

  日本海沿岸東北自動車道遊佐～象潟につきまして、説明をいただきたいと思います。 

 

４）計画段階評価 
 

○事務局 秋田河川国道事務所所長の瀬戸下でございます。 

  資料８－１でご説明をいたします。資料８－１をごらんいただければと思います。 

  まず１ページ目です。対象区間である遊佐～象潟の周辺の秋田、山形県境地域を構成する市

町村を示しております。図面の左側、南の方から山形県酒田市、遊佐町、秋田県に入りまし

てにかほ市、由利本荘市の３市１町で構成されておりまして、人口合わせて２４万人です。

この３市１町、今の説明では便宜上、県境地域と呼ばせていただきたいと思います。 

  ２ページお願いします。自然地理的な状況です。図１ですけれども、こちらは秋田県、山形

県の全体と県境地域の面積と人口を整理した表になっております。県境地域は面積、人口の

いずれにおきましても、秋田山形両県の合計の１０％強を占めております。それから右側の

図です。これは主要な都市の位置関係を距離と所要時間で示したものです。秋田市から見ま

すと、にかほ市までが６０キロ７０分、遊佐町まで８０キロ９９分、山形県の鶴岡市から見

ますと、遊佐町まで３２キロ４３分、にかほ市まで５３キロ７０分という位置関係にござい

ます。 

  次、３ページお願いします。図１は、平成２年以降の人口の推移を地域別に示したものです。

県境地域は全国や東北の平均を上回るペースで減少傾向が続いております。少しわかりにく

いですが、下から２番目の部分が県境地域です。また、下の図２、こちらが高齢化率、人口

に占める６５歳以上の割合ですけれども、同様に地域別に示したものです。県境地域は全国

よりも約１０年早いペースで高齢化が進行しておりまして、平成２２年のデータで高齢化率
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２８．７％となっております。 

  ４ページお願いします。周辺の空港の状況です。周辺には秋田空港、庄内空港があります。

この中でも秋田空港が国際線のソウル便が就航しておりまして、秋田県では訪日観光客の増

加に向けまして、庄内地域との連携を検討しております。そういった中で、日沿道を使った

連携強化によりまして、庄内地域から最も近い国際空港である秋田空港の有効活用が望まれ

ているというところでございます。 

  ５ページお願いします。周辺の港湾の状況です。周囲には共に重要港湾であります秋田港と

酒田港があります。いずれも日本海側拠点港の指定に向けて申請をしているというところで

す。秋田県の東アジア交流推進構想というのが下に書いてありますけれども、こちらには各

県、各港湾が独自に国際コンテナ航路を開設しているという実態がありまして、日本海側港

湾間の連携による航路開設、維持が望まれるといった記述もされております。 

  ６ページ、医療の課題です。左の図に青で示した場所がありますけれども、こちらが高次医

療の６０分搬送圏域外の場所を示しております。現状では由利本荘市、にかほ市における高

次医療搬送６０分圏域の人口比率は約６３％でありまして、残る４万５，０００人が圏域外

となっております。 

  ７ページ、産業の課題です。まず左下の棒グラフを見ていただきたいのですけれども、固定

コンデンサの出荷額、これは全国で秋田県が１位となっております。左上の円グラフを見て

いただきますと、こちらが秋田県の製造品の出荷額を産業分類別に見たものです。第１位の

電子部品産業が２９．５％を占めておりまして、秋田のリーディング産業となっております。

その右の棒グラフ、こちらが秋田県内の電子デバイス関連出荷額の上位５都市を示したもの

です。にかほ市、由利本荘市は県内でも電子部品産業の集積地となっておりまして、県全体

の７割をこの地域で占めております。それから、右側の図２、こちらは本地域の主力企業で

ありますＴＤＫの製品の出荷先を示したものです。関東を中心としまして全国へ出荷されて

おりまして、ほぼ全ての原料の製品をこの秋田山形県境を結ぶ国道７号を使って輸送してお

ります。 

  このため次の８ページ、国道７号が寸断されますと、通常はこの青いルートで輸送しており

ますけれども、この赤い線で示したルートで大きく迂回しなければならないということにな

ります。３倍の輸送コストが発生しておるということです。実際に過去１０年間、交通事故

等によりまして全面通行止めが７回、片側通行規制が２０回発生しております。 

  次、９ページ、お願いします。観光面の課題です。左側に図がありますが、秋田県のにかほ
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市から山形県、それから新潟県の日本海側の１０市町村では、日本海きらきら羽越観光圏と

いうことで、国内外の観光客の来訪促進に取り組んでおります。しかしながら、図２の真ん

中のグラフを見ていただきますと、上が平成１２年から２１年にかけましての観光客数です

けれども、横ばいか、やや増加傾向にあります。ただ、下が宿泊客ですけれども、こちらが

大幅な減少傾向にあるということを示しております。右側の図３、こちらは秋田県の年間の

観光客の流動の状況を示したものです。岩手県との県境に比べまして、山形県の県境、全く

流動が少ないということが読み取れるかと思います。 

  次、１０ページ、お願いします。日沿道全体の整備の状況です。日沿道全体３２２キロのう

ち、供用率５２％にとどまっております。そのため大阪と青森を結ぶルートですけれども、

距離では最短の日本海岸回りが最も時間がかかるルートとなっております。それから、右の

図です。日沿道に残る未事業化区間が３カ所ありまして、そのうちの１カ所がこの遊佐～象

潟間というふうになっております。 

  次の１１ページ、お願いします。東北の道路交通の広域的な課題ということで、通常の道路

は３．８メートルの高さ規制がありますけれども、高さ指定道路というのがありまして４．

１メートルに緩和をされておりまして、全国で４万３，０００キロが指定されております。

直轄国道で８８％が指定されておりますけれども、まだ国道７号にも一部制限区間がありま

して、日沿道整備後にこれは解消されることになるということでございます。 

  次の１２ページ、お願いします。これは現道であります国道７号の走行速度、交通事故等の

課題です。中段に地図がありますけれども、この黄色い四角が急カーブですとか急勾配の箇

所を示しております。このような箇所では、下にグラフがありますが、冬場には時速２０キ

ロ以上の速度低下が発生しております。これは実際に測ったデータですけれども、２０キロ

以上の速度低下が発生しております。 

  次の１３ページ、お願いします。県境交通の現状と課題ということで、県境付近では通勤通

学、それから買い物などで多様な交通が日常的に県境を越えております。しかしながら、こ

の県境の流動を支える交通網は国道７号とＪＲ羽越本線のみで、国道７号、羽越本線の寸断

時には近隣に迂回路がありませんので、例えばにかほ市と酒田市役所の間ではここが寸断さ

れますと４倍強の迂回を強いられる。鳥海山があるために鳥海山を回っていかなければいけ

ないということで、そういった迂回を強いられる状況になっております。 

  次の１４ページ、お願いします。東日本大震災時に日本海側が果たした役割と課題というこ

とです。震災直後の国道７号の１日の大型車交通量が、この山形県と秋田県の境、象潟で１，
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７００台から３，０００台へと、当時ガソリン不足で交通量が全体的に減っていたわけです

けれども、そういった中でも１．７倍に増加しているということで、不通となっておりまし

た太平洋側ルートの代わりの役目を果たしたということです。 

  次、１５ページ、お願いします。東日本大震災の直後、燃料不足が大変深刻でした。そこで、

西日本からタンクローリー３００台が東北に投入されまして、東北にある４００台と合わせ

まして７００台で、秋田、酒田が拠点となりまして燃料不足の被災地の方に配送されたとい

う実績がございます。 

  次の１６ページ、お願いします。こちらの写真は秋田港に完成車が陸揚げされている様子で

す。通常は名古屋港から輸送される完成車は、仙台港から陸揚げされまして東北各地に輸送

されております。ただ、仙台港が被災したために、秋田港がその代わりの役目を果たしまし

た。また、酒田港も仙台塩釜港や石巻港の代わりとして、さまざまな物資を陸揚げしており

ます。 

  次、１７ページ、お願いします。東日本大震災は太平洋沖で発生したわけですけれども、日

本海側でも過去大規模な地震が発生しておりまして、大規模な震災発生のリスクを抱えてお

ります。この秋田山形両県におきましては、東日本大震災も考慮しまして、震源域の連動と

いったことも考慮して、想定地震の規模を引き上げる方向で現在見直しが進められておりま

す。 

  次の１８ページ、お願いします。この色を塗った箇所が津波の予想浸水域あるいは津波の避

難対象区域を示しております。山形県側では吹浦地区に津波の予想浸水域がありまして、国

道７号が寸断されるおそれがあるということでございます。また、秋田県側にも国道７号沿

線に津波避難対象区域が点在しておりまして、想定地震の規模の引き上げにより更なる拡大

が予想されているということです。 

  次の１９ページ、お願いします。この遊佐～象潟から少し南の方になりますけれども、鶴岡

市には津波による被害の記録が残っております。東日本大震災では、岩手県の岩泉町の小本

小学校というところで、国道への避難階段が児童の命を救ったという事例がありました。こ

の鶴岡市の堅苔沢でも、同様の階段を設置している事例があるということでございます。 

  次、２０ページ、お願いします。今年の７月に出されました高速道路の検討委員会の緊急提

言です。広域ネットワークの脆弱性に関しまして、日本海側のネットワークが弱いといった

ような指摘がなされております。 

  次の２１ページ、お願いします。これまで説明してきた地域の課題とその原因を整理したも
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のです。詳しくは省略させていただきます。今まで述べてきたものを整理したものです。 

  次、２２ページです。以上を踏まえまして、政策目標の案として５項目を設定しております。

国内の効率的な移動経路の確保。それからダブルネットワークによる常時、非常時の信頼性

向上。避難施設の設置による避難機能の強化。高次医療施設への速達性確保。安定的な物流

ルートの構築に向けた速達性、信頼性確保。観光（交通）拠点間の連携強化。この６項目を

設定しております。この政策目標の案を踏まえ検討しました高規格道路の未整備区間の整備

方針の考え方を以下ご説明します。 

  ２３ページです。遊佐～象潟間の通過帯は、地形・地質条件、自然環境、生活環境、コスト

縮減などを踏まえて設定しておりまして、対策案としては全線新しい高速道路でつなぐ案１

の全線新設案と、山形県の国道７号吹浦バイパスの一部を活用し、他の区間を高速道路でつ

なぐ案２の現道活用案の二つを設定しております。こちらは日本海と鳥海山に囲まれた地域

ということで、通過帯としては一つとなっております。 

  ２４ページ、お願いします。接続候補箇所は、沿線の各集落からのアクセス性、観光拠点の

アクセス性、線形不良区間の解消、リダンダンシーの向上、津波襲来時の避難、こういった

視点から検討しております。黒い点線で囲った箇所が３カ所ありますが、こちらは案１、案

２共通の接続候補箇所です。吹浦地区、女鹿地区、小砂川地区、３カ所に設定しております。

また案２の現道活用案では吹浦地区、赤の点線で囲った箇所ですけれども、こちらにも接続

箇所を１カ所設定しております。 

  ２５ページ、お願いします。案１と案２の比較案の特徴です。例えば、代替性につきまして

は、全線新設案では一方が通行止めになってももう一方が通行可能ですけれども、現道活用

案では現道活用区間が１本のみとなり代替路線がないというデメリットがあります。一方、

現道活用案は現道を活用する分だけ全線新設案に比べて、早期に供用できるというメリット

があるということです。また、事業費は、全線新設案が約５００億円程度に対しまして、現

道活用案は４５０億円程度となっております。 

  ２６ページ、お願いします。先ほど設定した５項目の政策目標案に対しまして、例えば国内

の効率的な移動経路の確保という政策目標案に対しては、青森～大阪間の所要時間の変化と

いうようにそれぞれ評価項目を設定しまして、具体的なデータで示したものです。いずれの

案も大きな差はないという結果となっております。 

  次の２７ページ、お願いします。最後に、地域からの意見聴取の方法です。説明会を遊佐、

象潟のそれぞれ１会場で実施いたします。また、市町村広報誌の挟み込みを県境の３市１町
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で、またオープンハウスをにかほ市、遊佐町のそれぞれで、投函ボックスの設置をにかほ市

と遊佐町、また近隣の道の駅で実施します。また、事務所のホームページでもアンケートを

実施して、市町のホームページからもリンクを張っていただく予定です。また、地域の学校

にもアンケートを配布します。さらに関連企業、病院、旅行会社、物流会社、農業関係者等

から１０ないし２０社程度を抽出しまして、直接ヒアリングも実施する予定です。 

  アンケートにつきましては、別途お配りしております資料８－２をごらんいただきたいと思

います。資料８－２がアンケートの際にごらんいただく資料です。大まかな位置と二つの案

を掲載しております。また、別にアンケート表がありまして、ルート選定の判断材料となる

設問等から構成しております。 

  また資料８－１に戻っていただきまして、最後の２８ページです。今後のスケジュールとい

うことで、本日の委員会でご審議をいただいた後、１０月から１１月ごろに説明会、アンケ

ートを実施しまして、再度この小委員会で説明会、アンケートの結果をご報告し、対策案の

評価を行って対応方針の決定を行う予定としております。 

  以上で説明を終わります。 

○大滝委員長 日本海沿岸東北自動車道の遊佐～象潟につきましてご説明をいただきました。こ

れにつきましては今ご説明をいただきましたので、ご質問等をいただきたいと思います。い

かがでしょうか。 

○南委員 ２３ページのところで、全線新設案、これ以前お話が出たかもしれませんけれども、

５００億と４５０億ということで、現道活用案、現道を活用する区間が約２．５キロメート

ルのみということかと思うんですけれども、これはそのほかには現道を利用できるようなと

ころはなかったんでしょうか。 

○事務局 ２３ページ右側に小砂川バイパスというのがあります。こちらも一応検討はいたしま

したけれども、こちらは線形の悪い区間がありまして、かなり改良が必要になるということ

がありまして、あと活用するにしても非常に区間も短いということで、こちらの活用案は案

としては設定をしていないといった状況です。 

○奥村委員 ちょっと気になっているのは、多分こういうところ鳥海山の一番下のところで、多

分湧水が出てくるとか何かそういうような場所なんじゃないかなと思って、一つは安全上の

地滑りとかの対策の問題と、もう一つは環境というところで言ったときに、今の案はどちら

にしてもそういう意味で少し海岸から内側に入れてそのまま横断するという形になっている

んですけれども、そのあたりは大丈夫なんでしょうか。 
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○事務局 酒田の所長でございます。 

  今、奥村委員のご指摘のとおり、鳥海山の湧水というのはやはり一つの大きなコントロール

ポイントというふうに考えてございまして、今の吹浦バイパスがございますが、できるだけ

これとそれほど大きく違わない高さ、もしくは道路の切土を想定して考えてございますし、

今まで事前の吹浦バイパス等の地盤調査等のボーリングデータ等を踏まえて、湧水の位置は

この辺だというのを把握しながら現在検討しておりますし、今後さらに詰めていきたいなと

は思っております。 

○大滝委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○南委員 ダブルネットワークという言葉が非常に気になっていて、大分前から国交省さんは使

っているようなんですけれども、これは多重化とか、多重のネットワークということで良さ

そうにも思うんですけれども、何か特別な定義というのがあるのか。ちょっと教えていただ

けたらと思います。 

○事務局 三陸道の話になりますけれども、今回、大震災で国道４５号と三陸道が二つあって、

二つあったところは非常に有効に生きたわけです。我々それを見て、これはやはりダブルネ

ットが良かったなということで、よく使わせてもらっています。あるいは国道４号と東北道

につきましても、どちらかが雪で止まったりしたときに２本あるとやはり非常に幹線道路は

重要なのかなと、貴重なのかなということで、これもまたダブルネットと、そんな言い方で

使わせていただいています。 

○南委員 細かいことなのでいいんですけれども、これは恐らく代替道路があるというようなこ

とですよね。リダンダンシーということでもあるし。何というか、まあ結構ですけれども、

ちょっと定義というか用い方がダブルヘッドみたいで、逆に個人的にはぴんと来ないような

ところもあるもので、まあ結構です。検討していただけたらと思います。 

○大滝委員長 ほかにいかがでしょうか。 

  先ほどの説明の中で、一通りずっとこの案件、遊佐～象潟につきましては、地域の課題から

スタートして政策目標、それから対策案の設定、意見聴取の方法まで含めてご説明していた

だいているんですけれども、これまでのご質問ご意見等を踏まえて、こんな形で進めていく

ということでよろしいでしょうか。 

○奥村委員 ちょっと気になるのは、もちろん今の流れとして地元に対して意見を聴取するとい

うのは当たり前なんですけれども、そもそもこの道路の役割というのは国土上、迂回路とい

うか、今のダブルネットワークですけれども、そういうものとして位置づけられるべき機能



-41- 

をまずは果たすべき道路であるからして、本当のところを言って、そこの事業のところを住

民に聞いて、聞かないよりは聞いた方がいいんだけれども、どうやってその結果を使うのか

ということがちょっと気になるんですね。やはり逆にいうと、アンケートのときに配ってい

るところの資料の中に、現況はこうだけどこうだということよりも、やはりここの地域が日

本の中で重要な道路が日本の安全性を高めるために大変重要な役割を担っていて、というこ

とがわかるような資料にしないと、やはり個別のそこのところの、たまたま農地をお持ちで

ちょっと心配だとか、そういうようなことが優先されてしまう意見が出てきてしまうおそれ

もあるのかなと。だから、アンケートの中でも少し広域的な位置づけというのを明確に出し

ていただいた方がいいのかなというふうに思います。 

○大滝委員長 ありがとうございました。今のご意見は少しご配慮いただいた方がいいと思いま

す。 

  ほかにいかがでしょうか。それでは幾つかご意見をいただきましたので、いただいたご意見

についてはそれを踏まえていただくという形で、今日ご提案がありました意見聴取の実施と

いうところに進んでいくということで了承していただくということでよろしいですか。 

  ありがとうございました。それでは、当委員会としてはその形で、本日の意見を踏まえた上

で意見聴取の実施をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、本日予定をしておりました議事はすべて終了いたしましたので、ここから先は議

事を事務局にお返ししたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○その他 

 
○司会 大滝委員長、どうもありがとうございました。 

  それでは、議事次第の４．その他でございますが、事務局から１点報告事項がございます。

よろしくお願いします。 

○事務局 資料９をごらんいただければと思います。 

  これは去る９月１５日に日沿道の朝日～温海間につきまして、東北・北陸地方合同小委員会、

冒頭の局長の挨拶にもございましたけれども、その小委員会のご報告をさせていただきたい

と思います。 

  東北の委員の方からは、大泉先生を初めとして４名の先生にご出席をいただきました。どう

もありがとうございました。 
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  審議の内容でございますけれども、小委員会規則の改正でありますとか、あと朝日～温海間

ということで全長３６キロございまして、うち山形県区間が７キロ、新潟県区間が２９キロ

ございますけれども、その計画段階評価に着手するということが了承いただいたということ

でございます。また、今後の進め方につきましては、日沿道のワーキンググループというも

のを設置いたしまして、その中で詳しい意見聴取なり詰めていくということも了承されてい

るところでございます。また、ワーキングのメンバーとしては、東北地方小委員会のメンバ

ーから加賀谷委員に入っていただき進めていくということで、合意を了承された次第でござ

います。 

  細かいルートの概要についてはあえて申し上げませんが、例えば２６ページ目、スライドの

右肩に番号がございますけれども、Ａルート帯、Ｂルート帯、Ｃルート帯、それぞれを示さ

れておりまして、また一部の区間で現在の道路、現道を活用するという案も含めました案で

ご検討をいただいていたということでございます。これは今後ワーキングの中で資料配付等

詰めた上で、地元の方への意見聴取ということへつながっていくものでございます。 

  以上でございます。 

○司会 本日の議事録の作成と公開についてでございますが、まず事務局で案を作成いたしまし

て、それを各委員の皆様にお送りして、内容のご確認をいただきます。その後、各委員のご

意見を踏まえ、修正したものを最終的に委員長にご確認いただいた上で公開することとした

いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、これをもちまして、社会資本整備審議会道路分科会第４回東北地方小委員会を

閉会いたします。 

  長時間にわたりご議論いただきまして、どうもありがとうございました。 


